
四日 市市 告 示第 １号  

 

災 害 対 策 基 本 法 第 ４ ９ 条 の ７ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 指 定 福 祉

避 難 所 を 指 定 し ま し た の で 、 同 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 同

法第 ４９ 条 の４ 第３ 項の 規 定に より 、次 の とお り告 示す る 。  

 

令和 ７年 １ 月６ 日  

四日 市市 長  森  智 広 

 

 １  施 設 名  

ラポ ール ブ ルー ミン グ  

 ２  所 在 地   

四日 市市 大 字羽 津乙 １２ ９ 番 地 ２  

 ３  受 入 対象 者  

療 育 手 帳 、 精 神 保 健 福 祉 手 帳 を 所 持 す る 在 宅 者 で 市 が 特

定し たも の 及び その 家族 等 の付 き添 いの 者  

 

（危 機管 理 統括 部  危機 管 理課 ）  


